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男鹿市告示第１３０号 

 

 男鹿市在宅子育て支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

   令和７年１０月１日 

男鹿市長 菅 原 広 二   

 

男鹿市在宅子育て支援給付金給付事業実施要綱の一部を改正する告示 

男鹿市在宅子育て支援給付金給付事業実施要綱（令和５年男鹿市告示第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（給付額及び給付対象期間） （給付額及び給付対象期間） 

第４条 給付金の給付額は、対象児童１人につき月額

１万５千円とする。 

第４条 給付金の給付額は、対象児童１人につき月額１

万円とする。 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

様式第１号（第５条関係） 様式第１号（第５条関係） 
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改正後 改正前 
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改正後 改正前 

様式第４号（第６条関係） 様式第４号（第６条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線の引かれた部分及び太枠で示した部分である。 
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附 則 

この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 


